
エアコン設置工事を行うには 電気工事業の登録が必要です！ 

 

 「エアコン設置工事における保安確保の徹底について（平成20年12月3日付け経済産業省原子力安全・

保安院）」により、電気工事業者及びエアコンを販売する大規模家電販売事業者等に対して、この内容

を踏まえた適切なエアコン設置工事の作業に従事するよう求められています。 

 

エアコンの設置工事には， 

①エアコン室外機の設置  

②室内機・室外機をつなぐ内外接続線の作業 

③接地線に関連する作業 

④冷媒配管の接続 

⑤ドレインホースの接続 

⑥室内機の壁への固定 

などがありますが、このうち②及び③は電気工事業登録が必要な「電気工事」に該当し

ます。※1～3 

 

※1 家庭用電気機械器具（使用電圧200V未満）の販売に附随して、販売者自らが行う電気工事を除く。

ただし、電気工事士をおく必要はあります。電気工事業の業務の適正化に関する法律（以下「電気工事業法」という。）第２条第１項 

※2 登録電気工事業者は、営業所ごとに、電気工事の作業を管理させるため、第一種電気工事士又は

３年以上の実務経験を持つ第二種電気工事士を主任電気工事士として置かなければなりません。

電気工事業法第19条第１項 

※3 登録を受けずに電気工事業を営んだり、電気工事士以外の者が電気工事を行った場合は、罰則が

適用されることがあります。電気工事業法第36条及び第37項 

 

電気工事士が直接行うべき作業  

＜室内機・室外機をつなぐ内外接続線の作業＞  

○600Ｖを超えて使用するエアコンの室内機及び室外機の接続端子に内外接続電線を差し

込む（接続する）作業  

○内外接続電線を直接壁などに固定する作業  

○内外接続電線等が造営材を貫通する部分に、金属製の防護装置を取り付ける作業  

○壁が厚いなど、作業後の電線の損傷状況が容易に確認できない場合における、防護装置

の中に内外接続電線（ドレインホース等と一体化したものを含む）を通す作業  

＜接地線の作業＞  

○600Ｖを超えて使用するエアコンに接地線を接続する作業、接地線相互を接続（継ぎ足

し）する作業、接地線を接地極に接続する作業、接地極を地面に埋設する作業  

＜コンセントの増設、移設、取替え＞ 

＜内外接続電線相互の接続＞ 

 

電気工事士が直接行うべき作業 




